
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年第２回区議会定例会 

 

 

 

 

議案説明資料 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※議案第３９号から４２号については資料なし 
 



 

 

（議案第３０号）  

 

杉並区行政財産使用料条例の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

 区は、「杉並区区立施設再編整備計画」において、区民事務所会議室を段

階的に廃止することとし、西荻区民事務所上荻窪会議室については、その跡

地にコミュニティふらっとを整備し、西荻区民事務所上井草会議室及び高円

寺区民事務所和田会議室については、廃止後、施設の状況に応じて有効活用

策を検討することとした。  

 このことに伴い、西荻区民事務所上荻窪会議室等の目的外使用を廃止する

必要があるため、この条例案を提出する。  

 なお、同じ条項を異なる施行期日において改正する必要があることから、

２条建てとする。  

 

＜改正の概要＞  

１ 第１条による杉並区行政財産使用料条例の一部改正  

  上荻窪会議室の目的外使用料に係る規定を削除する。（別表第２）  

２ 第２条による杉並区行政財産使用料条例の一部改正  

上井草会議室及び和田会議室の目的外使用料に係る規定を削除する。

（別表第２）  

 

＜実施の時期＞  

 令和５年４月１日。ただし、前記１については、同年１月１日  

 

 

 

【問合せ先】  

地域課  



  

 

（議案第３１号）  

 

杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

このたび、長期優良住宅の普及の促進等を図るため、「長期優良住宅の普

及の促進に関する法律」の一部が改正され、構造及び設備が長期使用構造等

に該当すると認められる既存の住宅について、当該住宅の所有者等において

長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合には、長期優良住宅維持保

全計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができること等とされた。  

また、「東京都ふぐの取扱い規制条例」の一部が改正され、ふぐ加工製品

の取扱いに係る届出制度を廃止すること等とされた。  

 これらのことに伴い、長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料等を定め

る等の必要があるため、この条例案を提出する。  

 

＜改正の概要＞  

１  長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料等を定めること等とする。

（別表第１の１２３の２の２の項、１２３の３の２の項及び１２３の５の

項）  

２  ふぐ加工製品取扱届出済票交付手数料等に係る規定を削除する。（別表

第１の５８の項）  

 

＜実施の時期＞  

 令和４年１０月１日。ただし、前記２については、公布の日  

 

 

 

【問合せ先】  

生活衛生課、建築課  



                                     

 

（議案第３２号）  

 

杉並区議会議員及び杉並区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

条例の一部を改正する条例  

  

＜改正の趣旨＞  

 杉並区議会議員及び杉並区長の選挙における選挙運動用自動車の使用等に

ついての公費負担の限度額は、公職選挙法に定める国会議員の選挙における

公費負担の限度額に準じて条例で定めることとされている。  

このたび、公職選挙法施行令の一部が改正され、国会議員の選挙における

選挙運動の公費負担の限度額が引き上げられた。  

このことに伴い、区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担

の限度額を改定する必要があるため、この条例案を提出する。  

 

＜改正の概要＞  

１  選挙運動用自動車の使用について、１日当たりの公費負担の限度額を引

き上げる。（第４条）  

２  選挙運動用ビラの作成について、ビラ１枚当たりの公費負担の限度額を

引き上げる。（第６条及び第８条）  

３  選挙運動用ポスターの作成について、ポスター１枚当たりの公費負担の

限度額の算出基礎となる金額を引き上げる。（第１１条）  

 

＜実施の時期等＞  

１  公布の日から施行する。（附則第１項）  

２  必要な経過措置を定める。（附則第２項）  

 

 

 

【問合せ先】  

選挙管理委員会事務局  



                         

 

 

（議案第３３号）                                

 

杉並区特別区税条例の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

 本年３月、地方税法等の一部が改正されたこと等に伴い、住宅借入金等特

別税額控除の適用期限を延長する等の必要があるため、この条例案を提出す

る。  

 

＜改正の概要＞  

１  特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額等に係る所得の課税方式の見直  

しを行う。（第１６条及び第２１条の２並びに附則第７条、第１４条の２

及び第１４条の３）  

２  給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書の見直しを行う。

（第２５条の２及び第２５条の３）  

３  住宅借入金等特別税額控除の適用期限を延長すること等とする。（附則  

第３条の５の２及び第１８条）  

 

＜実施の時期等＞  

１  令和５年１月１日から施行すること等とする。（附則第１条）  

２  必要な経過措置を定める。（附則第２条）  

３  杉並区特別区税条例の一部を改正する条例の一部改正（附則第３条）  

所要の規定の整備を行う。  

 

 

 

【問合せ先】  

課税課  

 



 

 

（議案第３４号）  

 

杉並区立高齢者活動支援センター及びゆうゆう館条例の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

区は、「杉並区区立施設再編整備計画」に基づき、ゆうゆう館を区民集会

所等とともに新たなコミュニティ施設であるコミュニティふらっとに段階的

に再編整備することとしている。  

杉並区立ゆうゆう上荻窪館については、同館が設置されている建物を解体

して整備するコミュニティふらっとが開設するまでの間、杉並区立杉並会館

の建物内に暫定的に移転することとした。  

 このことに伴い、ゆうゆう上荻窪館の位置を変更する等の必要があるため、

この条例案を提出する。  

 

＜施設の概要＞ 

位置 
杉並区上荻三丁目２９番５号  

（杉並会館と併設）  

敷地面積  ２,４５５．１７㎡ 

建築面積  １,１６４．０５㎡ 

延床面積  
４,０９３．２８㎡のうち、  

ゆうゆう上荻窪館部分２４８．８０㎡  

構造 鉄筋コンクリート造 地下１階、地上５階建て  

施設内容  集会室、事務室等 

 

＜改正の概要＞  

ゆうゆう上荻窪館の位置を「杉並区上荻三丁目１６番６号」から「杉並区

上荻三丁目２９番５号」に改める。（別表第１）  

 

＜実施の時期等＞  

１ 令和５年１月５日から施行する。（附則第１項）  

２ 必要な準備行為について定める。（附則第２項及び第４項）  



 

 

３ 杉並区行政財産使用料条例の一部改正（附則第３項）  

ゆうゆう上荻窪館の集会室の目的外使用料を改定する。（別表第２）  

 

 

 

【問合せ先】  

高齢者施策課  

 



 

 

（議案第３５号） 

 

杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

杉並区立大宮保育園については、「杉並区区立施設再編整備計画」に基づ

き、永福三丁目複合施設内の保育所を仮園舎として活用し、運営していると

ころであるが、このたび、同計画に基づき、大宮保育園旧園舎の跡地を活用

して民間事業者が整備する園舎に移転し、民営化することとした。 

 このことに伴い、大宮保育園を廃止する必要があるため、この条例案を提

出する。  

 

＜改正の概要＞  

大宮保育園を廃止する。（第１条）  

 

＜実施の時期＞ 

公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める日（令

和５年４月を予定）  

 

 

 

【問合せ先】  

保育課  



 

 

（議案第３６号）  

 

杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

 このたび、東京都において特殊勤務手当の見直しが行われ、非常災害時等

の緊急業務に係る教員特殊業務手当の額が引き上げられたところであるが、

特別区においても、東京都や他団体との均衡を図るため、幼稚園教育職員の

教員特殊業務手当について同様に見直しを行うこととした。  

 このことに伴い、幼稚園教育職員の教員特殊業務手当を改定する必要があ

るため、この条例案を提出する。  

 

＜改正の概要＞  

教員特殊業務手当の額の上限を、従事した日１日につき「６，４００円」

から「１万６，０００円」に改める。（第１７条）  

 

＜実施の時期等＞  

１ 公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。（附則第１項）  

２ 必要な経過措置を定める。（附則第２項及び第３項）  

 

 

 

【問合せ先】  

庶務課  

 



  

（議案第３７・３８号） 

 

 

令和４年度杉並区各会計補正予算 

 

 

今回の補正予算では、新型コロナウイルス感染症対策に係る事業など、新たな

事情や緊急性等の観点から必要な経費を計上するものです。 

 

１．議案第３７号 令和４年度杉並区一般会計補正予算(第３号)        

【概要】 

補正事業  １６事業 ５，３２７，３４２千円 

財源更正   １事業 

 

【歳出予算】 

①情報政策の推進                   ３，９１０千円 

②危機管理体制の強化                 ２，３４６千円 

③生活困窮者等自立促進支援事業           １１，２７７千円 

④住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業  １，１０９，３８６千円 

⑤新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ 感染症生活困窮者自立支援金支給事業 １０３，５４７千円 

⑥子育て世帯生活支援特別給付金支給        ３８１，６８２千円 

⑦各種衛生検査                   ３１，５２４千円 

⑧予防接種                  ２，８００，２１５千円 

⑨感染症予防・発生時対策             ８３１，２７０千円 

⑩保健所等施設の維持管理              １２，１６８千円 

⑪ユニバーサルデザインのまちづくり推進        ３，０１７千円 

⑫公園等の整備                   １４，６４１千円 

⑬小学校の運営管理                  ８，４２３千円 

⑭小学校の健康管理                  ７，３０６千円 

⑮中学校の運営管理                  ４，４６８千円 

⑯中学校の健康管理                  ２，１６２千円 

 

【歳入予算】 

○国庫支出金                 ４，４２１，７１９千円 

○都支出金                    ６９２，９２１千円 

○特別区税（財源保留）              ２１２，７０２千円 



  

【債務負担行為】 

〇追加 

№ 事  項 期  間 限 度 額 

１ 
指 定 管 理 者 制 度 に よ る 

高円寺地域区民センターの管理運営 
令和 9年度まで 255,000千円 

２ 
指 定 管 理 者 制 度 に よ る 

社 会 教 育 セ ン タ ー の 管 理 運 営 
令和 9年度まで 595,000千円 

 

 

２．議案第３８号 令和４年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第２号)  

【概要】 

補正事業  １事業 ２０，４５０千円 

 

【歳出予算】 

〇傷病手当金の支給 ２０，４５０千円 

 

【歳入予算】 

〇都支出金     ２０，４５０千円 


